
 （ 1 ） 平成 23 年４月 22 日 岐  阜  県  公  報 号 外 (2) 

 

 

 
 
 
 
 

岐 

阜 

県 

公 

報 
 

号 

外 
 

毎
週 

 
 
 
 
 
 
 

発
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日 

火
曜
日 

金
曜
日 

(
 

)
 

休
日
に
当
た
る 

と
き
は
翌
日 

(
 

)
 

       
 
 
 
 

目 
 
 
 
 

次 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

人
事
委
員
会
規
則 

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条 

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
人

事

委

員

会
） 

 

一 

           

  

号 

外 

㈡ 
 

平 

成
二
十
三
年 

四 

月
二
十
二
日 

 
 

  
  
 
 
 
 
 

人
事
委
員
会
規
則 

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
人
事
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 

廣 
 

瀬 
 

英 
 

二 
 
 

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号 

 
 
 

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則 

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
十
五
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。 

 

二 

地
震
、
火
災
、
水
害
そ
の
他
の
災
害
に
よ
り
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
こ
れ
ら

に
準
ず
る
場
合
で
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き 

連
続
す
る
七
日
を

超
え
な
い
範
囲
内
で
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
期
間 

イ 

職
員
の
現
住
居
が
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
場
合
で
、
当
該
職
員
が
そ
の
復
旧
作
業
等
を
行

い
、
又
は
一
時
的
に
避
難
し
て
い
る
と
き
。 

ロ 

職
員
及
び
当
該
職
員
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
生
活
に
必
要
な
水
、
食
料
等
が
著
し
く

不
足
し
て
い
る
場
合
で
、当
該
職
員
以
外
に
は
そ
れ
ら
の
確
保
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
。 

 

三 

地
震
、
火
災
、
水
害
そ
の
他
の
災
害
又
は
交
通
機
関
の
事
故
等
に
よ
り
出
勤
す
る
こ
と
が
著
し

く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合 

そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
時
間 

 

四 

地
震
、
火
災
、
水
害
そ
の
他
の
災
害
又
は
交
通
機
関
の
事
故
等
に
際
し
て
、
退
勤
途
上
に
お
け

 
ペ
ー
ジ 



 号 外 (2)  岐  阜  県  公  報  平成 23 年４月 22 日  （ 2 ） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号 
 
 

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日
発
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

発 

行 

者 
 
 

岐 
 
 
 
 

阜 
 
 
 
 

県 
 
 
 
 
 
 
 
 

編 
 

集 
 
 

各
務
原
市
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
一
―
一 

 

ブ
イ
・
ア
ー
ル
・
テ
ク
ノ
セ
ン
タ
ー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発 

行 

所 
 
 

岐 
 
 

阜 
 
 

県 
 
 

庁 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

る
職
員
の
身
体
の
危
険
を
回
避
す
る
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場

合 

そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
時
間 

 

第
七
十
五
条
第
一
項
第
八
号
中
「
国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
公
共
的
団
体
等
の
う
ち
人
事
委
員
会
が

定
め
る
も
の
が
行
う
」
を
「
自
発
的
に
、
か
つ
、
報
酬
を
得
な
い
で
」
に
、
「
に
、
自
発
的
に
、
か
つ
、

報
酬
を
得
な
い
で
参
加
す
る
場
合
で
、
そ
れ
ら
の
活
動
に
参
加
す
る
た
め
に
」
を
「
を
行
う
た
め
」
に
、

「
と
き
」
を
「
場
合
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
（
台
風
の
来
襲
等
に
よ
る
事
故
発
生
の
防
止
の
た

め
の
措
置
を
含
む
。
）
」
を
削
る
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規
則
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、
公
布
の
日
か
ら
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行
す
る
。 

 

（
平
成
二
十
三
年
に
お
け
る
特
例
） 
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改
正
後
の
第
七
十
五
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
同
号
中
「
五
日
」
と
あ
る
の
は
「
五
日
（
へ
に
掲
げ
る
活
動
で
あ
つ
て

東
日
本
大
震
災
に
関
す
る
も
の
及
び
ヲ
に
掲
げ
る
活
動
の
う
ち
ヘ
に
掲
げ
る
活
動
に
係
る
も
の
で
あ

つ
て
東
日
本
大
震
災
に
関
す
る
も
の
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
七
日
）
」
と
す
る
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